
様式第２号（第３条関係）

委託業務番号 委託業務場所 委託業務概要

契約年月日 契約金額 契約相手方 選定理由 根拠規定

長保年第781号 長浜市八幡東町632番地
子ども・子育て支援金制度対応に伴う国民健康保険

システム改修

令和7年9月22日 から
京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩麹町601

NUPビルディング京都駅前

令和9年3月31日 まで 京都電子計算株式会社

令和７年度　長保年

第７９６号
長浜市八幡東町632番地

子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修業務

（後期高齢者医療）

令和7年10月2日 から
京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩麹町601

NUPビルディング京都駅前

令和8年3月31日 まで 京都電子計算株式会社

長保年第１３４０号 長浜市八幡東町632番地
医療費助成のオンライン資格確認を実施するため、

PMHシステムと連携を行うための改修

令和7年12月1日 から
京都市下京区木津屋橋通新町西入東塩麹町601

NUPビルディング京都駅前

令和8年3月31日 まで 京都電子計算株式会社

3

保険年金課 令和7年度デジタルPMH実施に伴う福祉医療システム改修業務

令和7年12月1日 2,601,500円

すでに構築され稼働中のシステムに改修を加えるも

ので、本システムの運用保守を行い、各種情報を有

している業者にしか実施できないため。

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号

保険年金課

契約期間

担当課等

2

保険年金課 子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修業務（後期高齢者医療）

令和7年10月1日 3,487,000円

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書

連番

子ども・子育て支援金制度対応に伴う長浜市国民健康保険システム改修業

務

委託業務名称

1

10,994,500円令和7年9月22日 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号

すでに構築され稼働中のシステムに改修を加えるも

ので、本システムの保守運用を行い、各種情報を有

している業者にしか実施できないため。

すでに構築され稼働中のシステムに改修を加えるも

ので、本システムの運用保守を行い、各種情報を有

している業者にしか実施できないため。

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号


